
岩手県やまだ議会だよりＮｏ． １２２  平成２０年１１月１５日発行 （８）

 問
　
国
保
税
に
つ
い
て
は
、　２０

年
度
も
同
じ
不
納
欠
損
額
に
な

る
の
か
。
収
入
未
済
額
は
、
９

月
末
時
点
で
い
く
ら
か
。　

年
２０

度
は
、
収
納
率
　
%
を
超
え
る

９０

よ
う
に
し
、
県
内
最
下
位
を
返

上
し
て
も
ら
い
た
い
が
。

県
内
最
下
位
の

収
納
率
ア
ッ
プ
を

税
務
会
計
課
　
　
年
度
不
納
欠

２０

損
額
は
、
現
時
点
で
２
５
０
０

万
円
。
最
終
的
に
は
、
前
年
並

み
に
し
た
い
。

　
収
入
未
済
額
は
、
９
月
末
現

在
で
約
２
６
０
０
万
円
。
収
納

率
は
、
前
年
同
時
期
よ
り
０
・

６
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、

　
%
を
目
指
し
頑
張
り
た
い
。

９０ 問
　
最
近
、
絶
滅
し
た
と
言
わ

れ
て
い
た
結
核
が
、
高
齢
者
だ

け
で
は
な
く
若
い
人
た
ち
に
も

発
病
し
て
い
る
よ
う
だ
。
検
診

年
齢
を
拡
充
す
べ
き
と
思
う
が
、

今
後
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し

結
核
患
者
増
え
て
い
る

ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か

て
い
く
の
か
。

保
健
福
祉
課
　
今
ま
で
は
、
高

齢
者
の
方
の
発
病
が
確
認
さ
れ

て
い
た
が
、
保
健
所
か
ら
若
い

方
２
名
が
発
病
し
た
と
口
頭
で

報
告
が
あ
っ
た
。
今
後
も
保
健

所
か
ら
の
情
報
を
把
握
し
た
い
。

　
宮
古
保
健
所
で
は
、医
師
、
看

護
師
な
ど
関
係
者
を
集
め
て
研

修
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

保
健
所
と
協
力
し
な
が
ら
、
ど

う
対
応
で
き
る
か
検
討
し
た
い
。

 問
　
町
内
に
訪
問
看
護
事
業
者

が
な
い
よ
う
だ
が
、
町
内
に
も

必
要
だ
と
思
う
。
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

保
健
福
祉
課
　
現
在
は
、
ほ
と

ん
ど
が
町
外
事
業
者
へ
頼
ん
で

い
る
た
め
、
町
内
に
も
事
業
者

は
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

確
認
は
し
て
い
な
い
が
、
町
外

の
業
者
が
進
出
す
る
と
い
う
話

も
あ
る
。

 問
　
豊
間
根
・
大
浦
地
区
の
簡

易
水
道
を
上
水
道
へ
連
結
す
る

な
ど
、
新
た
な
展
開
を
考
え
ら

れ
な
い
か
。

訪
問
看
護
の
業
者

町
内
に
も
必
要
で
は

豊
間
根
・
大
浦
簡
易
水
道

上
水
道
へ
の
連
結
は

水
道
事
業
所
　
上
水
道
と
簡
易

水
道
の
連
結
は
、
概
算
で
、
豊

間
根
地
区
ま
で
４
～
５
億
円
、

大
浦
地
区
ま
で
１
～
２
億
円
か

か
る
と
予
測
し
て
い
る
。
実
施

に
つ
い
て
は
、
財
源
を
見
な
が

ら
検
討
し
た
い
。

 問
　
下
水
道
接
続
地
域
の
水
洗

化
率
が
低
い
の
は
、
設
備
費
用

が
高
い
た
め
、
接
続
で
き
な
い

と
の
声
を
聞
く
が
、
水
洗
化
率

ア
ッ
プ
の
た
め
に
業
者
と
交
渉

で
き
な
い
か
。

地
域
整
備
課
　
工
事
代
金
は
、

一
般
的
に
　
～
　
万
円
で
、
ト

６０

８０

イ
レ
の
他
に
台
所
・
風
呂
な
ど

を
入
れ
る
と
高
く
な
る
。
直
接

工
事
の
経
費
を
み
る
と
極
端
で

は
な
い
と
思
う
。

 問
　
合
併
浄
化
槽
を
設
置
し
て

い
る
方
が
、
公
共
下
水
道
に
つ

な
げ
る
必
要
が
あ
る
か
。
そ
の

場
合
の
工
事
費
用
は
。

地
域
整
備
課
　
合
併
浄
化
槽
も

基
本
的
に
下
水
道
に
つ
な
ぐ
こ

と
に
な
る
。
費
用
は
、
浄
化
槽

撤
去
代
と
し
て
　
万
円
程
度
。

１０

水
洗
化
率
伸
び
て
い
な
い

工
事
費
用
が
高
い
た
め
か

合
併
浄
化
槽
利
用
者
の

下
水
道
接
続
工
事
費
用
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以
下
の
理
由
で
反
対
す
る
。

　
第
１
は
、
国
保
運
営
の
危
機

が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の

最
大
の
原
因
は
政
府
が
国
庫
負

担
を
減
ら
し
続
け
て
き
た
こ
と

に
あ
る
。
段
階
的
に
以
前
の
よ

う
に
　
％
を
越
え
る
国
庫
負
担

４０

に
増
や
す
よ
う
求
め
る
。
第
２

は
、
保
険
者
の
負
担
が
増
え
た

た
め
に
保
険
税
を
払
え
な
い
人

た
ち
が
増
え
続
け
、
保
険
証
を

取
り
上
げ
、
資
格
証
明
書
の
発

行
ま
で
し
て
い
る
。
国
の
責
任

で
保
険
税
の
引
き
下
げ
を
行
い

保
険
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ

う
求
め
る
。


